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問 住民環境課　生活環境係　☎0968・86・5727

問 税務課　町民税係　☎0968・86・5723

問 住民環境課　戸籍住民係　☎0968・86・5727

問 まちづくり課　企画調整係　☎0968・86・5721

問 住民環境課　戸籍住民係　☎0968・86・5727

問 和水町体育協会事務局　☎0968・34・3047

どうぶつ基金
『さくらねこ無料不妊手術事業』

車の変更・廃車手続は、３月29日金までに
お済ませください！

３月１日から戸籍証明書等の
請求が便利になります

和水町生活応援商品券
の使用期限が
迫っています！

マイナポータルからオンライ
ンで転出届が提出できます

和水町体育協会会員募集して
います

町では、公益財団法人どうぶつ基金が不妊手術
費用を全額負担する「さくらねこ無料不妊手術
事業」に参加し、地域猫活動を行うボランティ
ア団体等と連携してTNR事業を行います。
詳しくは、住民環境課　生活環境係にお問い合
わせください。
 ▼ 対象となる猫　　　　　　　　　　　　　
和水町内に生息する飼い主のいない猫
※飼い猫、里親や飼い猫にする予定の猫は対象
外です。
 ▼ 申請対象者　　　　　　　　　　　　　　
和水町内に住所を有する個人または和水町内で
活動する団体で、TNR活動ができる人

軽自動車税種別割は、４月１日時
点での所有者に納税義務がありま
す。
 ▼ 変更手続き　　　　　　　　　
・引越しなどで住所が変わったと
き
・同一世帯間で所有者が変わった
とき

 ▼ 廃車手続き　　　　　　　　　
・車を処分したとき
・車を譲渡したとき
　（車の所有をやめたとき）

 ▼ 受付窓口はこちら　　　　

本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明
書等を請求できるようになります。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、最
寄りの市区町村の窓口で請求できます。
※コンピューター化されていない一部の戸籍・
除籍は除きます。
※戸籍・除籍の抄本は請求できません。
※代理人や郵送による請求はで
きません。
詳しくは、町ホームページをご
覧ください。

本年１月より、住民の
皆さんへ配布した『和
水町生活応援商品券』
の使用期限が迫っています。
使用期限は、３月末までとなりますので、積
極的にご活用ください。
▶ 交付対象者：令和５年12月１日現在で和水
町の住民基本台帳に記録されている人
　※配布は世帯主宛て
▶ 商品券の交付額：町民１人あたり10,000円
　　　　　　　　（１枚500円の20枚つづり）

▶商品券の使用期間：２月１日木～３月31日日
▶ 利用方法：『和水町生活応援商品券』は町内
の取扱事業者でご利用いただけます。
　取扱事業者は、商品券に同封
しているチラシまたは町ホー
ムページでご確認ください。

電子証明書が有効なマイナンバーカードを持っ
ている人は、マイナポータルを通じてオンラ
インによる転出届の提出が可能です。
　ただし、他の手続きで来庁が必要な場合が
あります。
※マイナポータルを通じて転出
届の提出をした後は、別途、転
入先の市区町村の窓口で転入届
などの手続きが必要です。

和水町体育協会は、町内におけるスポーツを
振興し、町内の心身の健全な発達と豊かな生
活の形成を目的に活動しています。
本協会には、下記のように様々な種目競技団
体があり、種目ごとの活動のほかに、５月か
ら７月にかけて開催される玉名郡民体育祭な
どへ出場もしています。
随時会員募集していますので、興味がある方は、
お気軽にお問い合わせください。

「さくらねこ無料不妊手術事業」とは??
飼い主のいない猫に対し「さくらねこTNR（Trap/捕獲し、
Neuter/不妊去勢手術を行い、Return/元の場所に戻す、
その印として耳先をさくらの花びらのようにV字カット
する）」を実施することで、繁殖を防止し、「地域の猫」「さ
くらねこ」として一代限りの命を全うさせ、飼い主のい
ない猫に関わる苦情や、殺処分の減少に寄与する活動です。

役場本庁・三加和支所での手続き
に必要なもの
（1）新規登録・変更
・販売証明書または譲渡証明書
（2）廃車
・ナンバープレート
※上記手続きには、来庁者の身分
証明書が必要です。

対象車両 受付窓口

・原動機付自転車
　（排気量125cc以下）
・小型特殊自動車
　（農耕用など）

和水町役場本庁　税務課
　☎0968・86・5723
三加和支所　地域振興課
　☎0968・34・3111

・三輪の軽自動車
・軽四輪貨物
　（排気量　660㏄以下）
・軽四輪乗用
　（排気量　660㏄以下）

軽自動車検査協会
　　　　　　　熊本事務所
　☎050・3816・1758
　〒862ｰ0902　
　熊本市東区東本町16ｰ３

・二輪の小型自動車
　（排気量125㏄超～

250cc以下）
・自動二輪車
　（排気量250cc超）

九州運輸局　熊本運輸支局
　☎050・5540・2086
　〒862ｰ0901　
　熊本市東区東町４ｰ14ｰ35

種目競技団体について（17団体）
陸上 バスケットボール
水泳 サッカー
軟式野球 柔道
ソフトボール 剣道
ソフトテニス 弓道
卓球 ボウリング
バドミントン グラウンドゴルフ
バレーボール ビーチボールバレー
ペタンク

３月末
まで

マイナポータル
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